
令和５年８月定例教育委員会会議録 

  

令和５年８月定例教育委員会は、８月２日（水）大府市役所５階 委員会室１に招集し、次のとおり審議した。 

 

○ 出席した委員 

一番席委員 竹中 万里       二番席委員 淺井 宣亮       三番席委員 西村 和子 

四番席委員 冨田 良平       五番席委員 近藤 由美子 

 

○ 議案説明のため出席した事務局職員 

教育部長、主席指導主事、学校教育課長、指導主事（２）、学校教育課学校総務係長、 

学校教育課学校総務係主任、学校教育課学校施設係長、学校教育課放課後係長 

 

○ 傍聴者 

無し 

 

○ 提案議案 

議 案 第 55号 第31回大美展の後援申請について 

 56号 第51回人権を理解する作品コンクールの後援申請について 

 57号 バリアフリーコラボレーション2024の後援申請について 

 58号 マナビのWAフォーラムの後援申請について 

 59号 自然の営みんなDE田んぼの後援申請について 

報告事項 １号 小中学校現況報告について 

開会時間 午後 １時30分 

閉会時間 午後 ２時14分 



 

発 言 者 要 旨 

竹中委員 

（職務代理者） 

それでは、ただいまから令和５年８月の定例教育委員会を始めさせていただきます。 

本日ですが、教育長が都合により欠席されています。つきましては、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１３条第２項において、「教育長に事故があるとき、又は教育長が

欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。」と定められていますので、

職務代理者である私が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それではまず、前回の会議録につきましては、先ほど教育長室で御承認いただきました。

ありがとうございました。 

続いて、教育長報告です。前回の定例教育委員会が７月10日でしたので、それ以降につ

きまして報告させていただきます。 

７月14日、第１回大府市義務教育推進協議会が開催され、教育長とともに、教育委員も

会議に出席しました。会議の中では、大府市教育振興基本計画の進捗状況、幼保児小中連携

教育の取組、小学校の課外活動の代替事業、中学校の部活動の地域移行、愛知県「休み方改

革」プロジェクトの推進、個別の教育支援計画「すくすく」の改訂について、PTA等の委員

の方と意見を交わしました。 

７月25日、新城市にあります大府市野外教育センターにおいて、吉田小学校から順に小

学校の野外活動が開始するにあたり、開村式に教育長と西村委員、冨田委員が出席し、子ど

もたちへエールを送りました。 

以上です。 

竹中委員 

（職務代理者） 

それでは、協議事項に入りたいと思いますが、本日の議案につきまして、事務局から説明

があります。事務局お願いします。 

学校教育課長 本日の議案でございますが、事務局より補足説明をさせていただきます。委員の皆様に、

事前にお配りした資料のうち、議案第55号の第１回ロハスパーク大府市＠あいち健康の森

公園の後援申請につきまして、７月31日に申請者から取下げ依頼がございましたので、御

報告いたします。会場となるあいち健康の森公園の施設管理者との調整が難航し、イベント

自体が中止になったことが、今回取下げの理由となります。 

既にお配りしている資料内の議案番号は繰上げとなりますので、適宜読替えていただきま

すようにお願いいたします。議案の補足説明につきましては、以上です。 

竹中委員 

（職務代理者） 

それでは、協議事項に入りたいと思います。 

議案第55号「第31回大美展の後援申請について」事務局説明をお願いします。 

学校教育課 

学校総務係主任 

議案第55号「第31回大美展の後援申請について」説明いたします。（以下、提案理由等資

料により説明） 

竹中委員 

（職務代理者） 

 この件につきましてご意見、ご質問等よろしいでしょうか。 

はい、淺井委員お願いします。 

淺井委員  市で活動するグループで、実施場所も愛三文化会館ということですので、後援することに

問題ないかと思いました。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他よろしいでしょうか。 

それでは、議案第55号につきましては、御承認いただけるということでよろしいですか。 



発 言 者 要 旨 

 (異議なし) 

竹中委員 

（職務代理者） 

ありがとうございました。議案第55号は承認いたします。 

続いて、議案第56号「第51回人権を理解する作品コンクールの後援申請について」、事

務局説明をお願いします。 

学校教育課 

学校総務係主任 

議案第56号「第51回人権を理解する作品コンクールの後援申請について」説明いたしま

す。（以下、提案理由等資料により説明） 

竹中委員 

（職務代理者） 

 この件につきましてご意見、ご質問等よろしいでしょうか。 

はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員  毎年、このコンクールっていうのは開かれていて、ポスターだけじゃなくて書道とか標語

も対象になっておりますし、例年、結構な小中学生が応募していて、人権について考えるよ

いきっかけにもなると思いますので、例年どおり後援してよいと思います。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他よろしいでしょうか。 

それでは、議案第56号につきましては、御承認いただけるということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

竹中委員 

（職務代理者） 

ありがとうございました。議案第56号は承認いたします。 

続いて、議案第57号「バリアフリーコラボレーション2024の後援申請について」、事務

局説明をお願いします。 

学校教育課 

学校総務係主任 

議案第57号「バリアフリーコラボレーション2024の後援申請について」説明いたします。

（以下、提案理由等資料により説明） 

竹中委員 

（職務代理者） 

 この件につきましてご意見、ご質問等よろしいでしょうか。 

はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員 このイベントを通して、参加者の人たちが障がいについて理解して、障がいのある人、そ

れから障がいのない人、それに関係なく、お互いに理解し合って、共生社会をつくっていこ

うという気持ちを高めることができるのでないかと思っています。昨年同様、後援に賛成を

します。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他よろしいでしょうか。 

それでは、議案第57号につきましては、御承認いただけるということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

竹中委員 

（職務代理者） 

ありがとうございました。議案第57号は承認いたします。 

続いて、議案第58号「マナビのWAフォーラムの後援申請について」、事務局説明をお願

いします。 



発 言 者 要 旨 

学校教育課 

学校総務係主任 

議案第58号「マナビのWAフォーラムの後援申請について」説明いたします。（以下、提

案理由等資料により説明） 

竹中委員 

（職務代理者） 

 この件につきましてご意見、ご質問等よろしいでしょうか。 

はい、西村委員お願いします。 

西村委員 12 時半に子どもカフェっていう、子ども店員によるドリンクサービスとありますが、こ

の下の注文時に寄付のお願いをするとあり、強制はしないと思われますが、子どもが、この

ような寄付のお願いをするっていうのは、どういった意味合いのことか何か聞いてますでし

ょうか。 

竹中委員 

（職務代理者） 

事務局お願いします。 

学校教育課 

学校総務係主任 

申請者にも確認しましたところ、ドリンクの提供についてはお客さんに対しては無料で提

供はするのですが、今後のイベントや活動について賛同いただける方は御寄付をお願いしま

すという意味で寄付箱を紹介するとのことで、箱をもってお客さんのところに行くことでは

ないと聞いています。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他いかがでしょうか。 

はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員 予算の主催者負担の500円で子どもカフェ飲料代500円となっておりますが何杯を想定さ

れているのかが１点。もう１点、寄付を募るっていうことですけど、寄付をするとき、何に

対して寄付っていうのが、あると思うのですが、ここでの寄付っていうのは、このイベント

を運営することに対しての寄付なのか、このマナビのWAの活動に対する寄付なのか、何に

対しての寄付かっていうことは分かっておりますでしょうか。 

学校教育課 

学校総務係主任 

10 名ほどがドリンクを利用する想定で 500 円としていると承知しております。初開催と

なりますので、また決算をいただきますのでそこで当日の来場者ですとか、金額が判明する

と思われます。 

また寄付につきましては、今回の予算書に計上されていないことから、今後の活動につい

ての寄付であると承知しております。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他よろしいでしょうか。 

それでは、議案第58号につきましては、御承認いただけるということでよろしいですか。 

 (異議なし) 

竹中委員 

（職務代理者） 

ありがとうございました。議案第58号は承認いたします。 

続いて、議案第59号「自然の営みんなDE田んぼの後援申請について」、事務局説明をお

願いします。 

学校教育課 

学校総務係主任 

議案第59号「自然の営みんなDE田んぼの後援申請について」説明いたします。（以下、

提案理由等資料により説明） 



発 言 者 要 旨 

竹中委員 

（職務代理者） 

 この件につきましてご意見、ご質問等よろしいでしょうか。 

はい、西村委員お願いします。 

西村委員 事業計画書を見ますと、３回にわたり連続して参加しないと体験ができない内容になって

いるので、募集人数の20人っていうのは、固定で参加できる人が、20人ですよっていうこ

とでよろしいでしょうか。 

もう１点ですけど、参加しますとなったときに、マイクロバスが借りられているので、多

分その参加者はマイクロバスを借り、現地まで行くと思われますが、案内がどこにも書いて

いないため、後援許可をした場合に、子どもたちはどのように知るかということを確認した

いと思います。 

竹中委員 

（職務代理者） 

事務局お願いします。 

学校教育課 

学校総務係主任 

マイクロバスにつきまして申請者に確認しましたところ、現地まで行く手段がないという

ことだったので、大府駅からマイクロバスをこの田んぼのところまで、申請者で負担させて

いただくっていうことは確認できております。チラシにつきましても、まだチラシができて

いないっていう段階ではあったので、その辺りの記載をしていただくように調整をします。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他いかがでしょうか。 

はい、淺井委員お願いします。 

淺井委員 今回の事業計画の内容はとてもすばらしいことだなと思うのですが、ただ以前の活動とか

を見ると、どちらかというとオーガニックで有機でないと危ないだとか、いわゆる不安をあ

おるような面がちょっとあるような気がします。 

普通の農薬は駄目だ、肥料は駄目だというそういう結構過激な面も少しあったような気が

したのですが、今回の場合は、少なくとも、事業計画書を見る限りは、とてもすばらしいこ

とをやっていらっしゃるという気がするのですが、パンフレットとかになった段階で、この

事業計画のような素朴な感じなのか、それとも農薬は使っちゃいかんとかそういうことを、

ここで教育しようとしているのか、どちらかというのはまだ分からないですか。 

学校教育課 

学校総務係主任 

申請者に活動についてお聞きしたところ、有機農業について、力を入れているっていうと

ころはお聞きしております。ただ今回のイベントについては、こちらの米田町の田んぼをも

ともとお持ちの方とかに御協力をいただいて、普段から生産している方と、今回募集のあっ

たお子さんが交流をしながら最終の五平餅づくりまでやっていきたいということでしたの

で、心配いただいたような有機じゃないと駄目だという教育をされるわけではないというふ

うに理解しております。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他いかがでしょうか。 

はい、近藤委員お願いします。 

近藤委員 神田小学校では５年生のときに田んぼ作りを一から始めるのですが、やはり土地のある場

所が提供されるところの子たちは、そういう経験が積めるのですけど、やっぱり都会という

か街中の子たちはそういう場所がなく、その機会もないので、その機会を与えられて行う経

験としては、このイベントはとてもいいものじゃないかなと思います。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他いかがでしょうか。 

はい、冨田委員お願いします。 



発 言 者 要 旨 

冨田委員 これ時間が10時から２時までとなっていますが、参加者は弁当を自分で持っていくんで

すか。もう１点は、当然そこの田んぼで作っているのは、有機米ということで、考えていい

ですか。 

学校教育課 

学校総務係主任 

３日目は、皆さんでつくったものを食べるというふうになりますが、１日目と２日目は、

昼食を申請者で出すというふうには歳出からは読めないので、持参になるだろうと思いま

す。田んぼにつきましても、やはり有機米で作ると承知しております。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他いかがでしょうか。 

はい、淺井委員お願いします。 

淺井委員 有機農業自体、とてもすばらしいことだと思いますし、少なくとも今回の事業計画書を見

て、判断するのであれば、後援することは問題ないのかと思います。ただ、以前にも申請さ

れたことのある団体であったと覚えております。 

学校教育課 

学校総務係主任 

令和４年の１月の定例教育委員会にて後援名義使用の御審議いただいておりまして、催事

につきましては未来をつくる給食愛知オーガニックウェーブというものでして、こちらにつ

いては不許可となっております。 

淺井委員 西村委員さんがおっしゃったように、子どもに配るパンフレットを見てから判断したいな

という気がします。こちらの要望があるということは、伝えたりできますか。 

学校教育課 

学校総務係主任 

後援の許可、不許可に関わらず、子どもたちにチラシを配布する際は、教育長まで決裁を

したうえでチラシの配布の許可をしておりますので、それがあまりに有機米に偏った教育の

内容でしたら、当然不許可になることもあります。今回の後援の事業計画に沿ったものでし

たら当然このまま、チラシの配布は問題ないかなというふうに思うのですが、その他に後援

していない内容が書かれているようでしたら、チラシの配布については内容を修正いただく

か、取消していただこうと考えております。 

竹中委員 

（職務代理者） 

その他いかがでしょうか。 

はい、冨田委員お願いします。 

冨田委員 学校現場ではSDGｓについては、非常に関心を持って、いろんな機会を通して指導をする

のですが、ただ、そのオーガニック関係については、学校で触れた記憶がありません。 

学校では米づくり、田んぼを借りて、田植から順番に、オーガニックとは関係なく、農家

の人の仕事の大変さとか、米を食べるのはこんな手間がかかるのだから、感謝して食べまし

ょうとか、そういった体験や学習はするのですけども、これを見ると、稲刈り、そこで干し

て、足踏み脱穀機をやるという、内容を見ると昔の米づくりの大変さを体験しようというこ

とが中心のようで、自分で、取った米で、五平餅を作ればおいしくて、子どもたちは非常に、 

満足するだろうと思いますけども、3,000円というのも高いなという気はしております。 

ただ、後援しないという理由もなかなか見当たらなくって、パンフレットができてきたら、

それを見て、判断というふうで、よいという気がします 

竹中委員 

（職務代理者） 

主催団体については過去に不許可となっている経緯を踏まえ、事務局から提案のあったよ

うにパンフレットでしっかりと判断していただくということで、今回、この事業計画案に関

しては、御承認いただけるということでよろしいですか。 



発 言 者 要 旨 

 （異議なし） 

竹中委員 

（職務代理者） 

ありがとうございました。議案第59号は承認いたします。 

それでは協議事項につきましては以上です。続いて４の報告事項に入ります。 

主席指導主事 報告事項１号「小中学校現況報告について」報告 


